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相   談募   集

農業委員・農地利用最適化推進委員

「農業委員会等に関する法律」の改正により、

農業委員はこれまでの選挙制から市議会の同意

を要件とする市長の任命制になりました。また、

農地等の利用最適化(担い手への農地の集積や遊

休農地の発生防止・解消等)を進めるため、新た

に現場活動を積極的に行う「農地利用最適化推

進委員」を農業委員会が委嘱することになりま

した。

本市では、７月20日から新たな農業委員会体

制となるため、改正法に基づき、農業委員及び

農地利用最適化推進委員を募集します。

※詳細は、３月23日から市ホームページに掲載

します。また同日から、農業委員会及び総務

課に推薦・応募要項及び申込用紙等を設置し

ます。

問合せ・申込み 農業委員会事務局

TEL72-1111(内線338)

平成29年度枕崎市奨学生

希望者は、教育委員会総務課へ申込みくださ

い。

対象 本市居住者の子弟で、高等学校以上の学

校に在学し、経済的理由により修学困難な学生

または生徒(公立高等学校に係る授業料不徴収対

象者は除きます)。

提出書類

・奨学生願書(教育委員会総務課備付け)

・在学証明書(新学年の在籍を証明するもの)

・成績証明書(前学年のもの)※開封無効

・父母の平成28年度所得証明書  

願書受付期間 ４月３日(月)～28日(金)

※貸与期間は１年間です。在学期間中、貸与を

希望する場合は毎年度手続きが必要です。

問合せ・申込み 教育委員会総務課

TEL72-0170

年金相談所を開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 ５月11日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談を

お断りさせていただく場合もありますので、

あらかじめご了承ください。

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

●どんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※当日は、基礎年金番号のわかるもの(年金手

帳・年金証書等)、印鑑などをお持ちください。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

●近隣市での相談も可能です

・４月６日(木)南九州市役所頴娃支所

・４月13日(木)南さつま市役所スタジオ21

・４月20日(木)指宿市役所

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

無料人権相談所を開設

人権に関する相談所を次のとおり開設します。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。

日時 ４月20日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館第３会議室

相談内容 人権に関することや一般法律問題等

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)
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お 知 ら せ

ＮＰＯ法人の窓口が変わります

４月１日から、特定非営利活動促進法(ＮＰＯ

法)の事務の一部が県から市へ移ります。

対象事務 ＮＰＯ法人に係る設立の認証申請、

定款変更等の認証申請、事業報告書の提出、役

員変更等の届出、解散に係る届出等

対象法人 枕崎市内のみに事務所を置くＮＰＯ

法人

※複数市町村に事務所がある法人は、引き続き

県が窓口となります。

問合せ 企画調整課政策推進係

TEL72-1111(内線219)

青年就農給付金(経営開始型)について

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る

ため、青年就農給付金(経営開始型)制度が、平

成29年度も引き続き実施されます。

本市居住者で45歳未満の独立、自営就農する

方で、市から認定を受けた認定新規就農者に対

して、農業を始めてから経営が安定するまで最

長５年間、年間最大150万円の給付金を給付する

事業です。

問合せ 農政課特産振興係

TEL72-1111(内線333)

チャレンジショップ促進支援事業(お

魚センター利用)について

商店街等のにぎわいと活性化を図るため、新

たに事業を始める方を対象に、チャレンジショ

ップの出店者を募集します。チャレンジショッ

プは、お魚センター内の空き店舗を利用して行

います。

補助内容 家賃補助(家賃全額 最大24カ月)

補助対象者 小売業、サービス業、飲食業等の

出店希望者で、お魚センター内の空きテナント

を活用する法人または個人

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL72-1111(内線421)

新規出店支援事業について

枕崎市都市計画用途地域の商業地域及び近隣

商業地域に属する地域または枕崎市通り会連合

会の主要道路に面する場所において、新規に出

店する場合に賃借料、新築費及び改修費の一部

を補助します。

対象事業

・新店舗及び駐車場に係る賃借料(出店した月か

ら起算して２年間分)

・出店するために必要な店舗の新築費、改修費

及び改装費並びに新店舗及び駐車場に利用す

るための敷地整備費(建物解体撤去費を除く)。

補助対象者 新規出店者

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL72-1111(内線421)

がんばる商店街支援事業について

新商品開発やイベントなどのソフト事業や街

路施設整備等のハード事業を行う商店街団体等

に補助します。

対象事業

・ソフト事業 事業費30万円以上で新商品開発、

地域資源活用、伝統・文化復活、後継者育成、

ＩＴ・情報化推進、地域通貨・共通商品券等

発行、イベント等の事業

・ハード事業 事業費300万円以上で街路施設整

備、駐車場等施設整備、交流施設等整備、イ

ベント広場整備等の事業

補助対象者 商工業者等を構成員として設立さ

れた法人または団体

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL72-1111(内線421)

瀬戸公園の夜桜ナイター照明を点灯

今年も市観光協会の協力により、瀬戸公園の

夜桜を観賞するためのナイター照明を点灯し、

運動広場を開放します。

期間 ３月下旬～４月上旬頃 ※雨天中止

時間 午後７時～10時

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)
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世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間

毎年４月２日は国連が定めた「世界自閉症啓

発デー」です。また、４月２日から８日までは

「発達障害啓発週間」とし、自閉症をはじめと

する発達障害について理解を深めてもらう機会

としています。

発達障害の方は他人の意図や感情を直感的に

理解したり、言葉を適切に使うことなどが苦手

な場合があり、学校や職場でさまざまな問題や

困難に直面することがあります。これらは親の

しつけや家庭環境が原因ではなく、脳機能の発

達に関係するものです。発達障害は見た目には

障害があることがわかりにくいため行動や態度

が誤解されることがあります。この機会に発達

障害について、理解を深めていただきますよう

お願いします。

問合せ 福祉課障害福祉係

TEL72-1111(内線471)

鹿児島県の最低賃金が改定

鹿児島県最低賃金が、平成28年10月１日より

時間額715円に改正されました。

また、次の産業に該当する場合は、特定(産業

別)最低賃金が定められています。

これらの最低賃金は県下のすべての労働者に

適用されます。

産 業 名 時間額 効力発生日

百貨店、総合スーパー 715円
平成28年

10月１日

自動車(新車)小売業 780円
平成28年

12月21日

電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具

製造業

745円
平成29年

１月８日

問合せ

・鹿児島労働局賃金室 TEL099-223-8278

・鹿児島労働基準監督署 TEL099-214-9175

・最低賃金テレホンサービス TEL099-223-8881

危険物取扱者試験及び受験準備講習会

を実施

平成29年度第１回危険物取扱者試験及び受験

準備講習会を次のとおり実施します。

受験願書と受験準備講習会申込書は消防署に

あります。

■危険物取扱者試験

日時 ６月11日(日) 午前10時試験開始

※集合＝午前９時30分

場所 県立薩南工業高校、南九州市頴娃町、鹿

児島市、薩摩川内市、鹿屋市、他県内各地  

試験種類 甲種、乙種(第１類～第６類)、丙種

申請方法 願書による書面申請とインターネッ

トによる電子申請

受付期間

・書面申請 ４月10日(月)～21日(金)

※郵送の場合は４月21日の消印有効

・電子申請 ４月７日(金)午前９時～18日(火)午

後５時

※期間中24時間受付

試験手数料 甲種＝5,000円、乙種＝3,400円、

丙種＝2,700円

問合せ 一般財団法人消防試験研究センター

鹿児島県支部 TEL099-213-4577

■受験準備講習会(乙種第４類)

日時 ５月13日(土)、14日(日) 午前10時～午

後４時

※受付＝午前９時30分～10時

内容 ５月13日(土)＝理論、14日(日)＝法令

場所 鹿児島市東郡元町14番３号

ポリテクセンター鹿児島

受講料 6,300円(別途テキスト代1,600円)

問合せ

・一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

TEL099-257-5200

・消防本部警防課 TEL72-0049
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ご存知ですか？軽自動車の手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、または住所

が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車税は、毎

年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車等の手続きをした場合でも、

月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただくことになります。廃車の手続きが完了

するまでは軽自動車税が課税され続けますので、名義変更や廃車手続きは３月31日までに行ってくださ

い。また、所有者が死亡した場合も名義変更等の手続きをお願いします。原動機付自転車、小型特殊自

動車用の申告書は市役所に備え付けていますが、市ホームページからもダウンロードできます。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の新規、変更、廃車に関する手続きについて

問合せ

・税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

・軽自動車(四輪、三輪、250cc以下の二輪)=全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 TEL099-261-4011

・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)=国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 TEL050-5540-2089

区   分 必 要 な も の

販売店から購入したとき 印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、販売証明書等

市内へ転入したとき
印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、標識(ナンバープレート)

または廃車証明書

譲り受けたとき
印鑑、標識(変更する場合)、標識交付証明書(前所有者)、譲渡証明書(前所

有者)

廃棄・転出・市外の人に

譲り渡したとき
印鑑、標識、標識交付証明書

標識を紛失したとき 印鑑、標識交付証明書、紛失顛末書、弁償金200円

盗難にあったとき 印鑑、標識交付証明書、盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書




